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(57)【要約】
【課題】光音響装置において、被検体に対して適切な位
置に音響波プローブを設置する。
【解決手段】被検体から到来する音響波を受信する探触
子を収容する筐体と、前記被検体と前記筐体との間に配
置される間隔調整部材と、を含み、前記間隔調整部材と
前記筐体とのいずれかに、前記間隔調整部材と前記筐体
とを脱着可能に締結するための締結部を有することを特
徴とする、音響波プローブ。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体から到来する音響波を受信する探触子を収容する筐体と、
　前記被検体と前記筐体との間に配置される間隔調整部材と、を含み、
　前記間隔調整部材と前記筐体とのいずれかに、前記間隔調整部材と前記筐体とを脱着可
能に締結するための締結部を有する
　ことを特徴とする、音響波プローブ。
【請求項２】
　前記間隔調整部材は、前記被検体と前記探触子とを結ぶ音響波の伝搬路を囲む形状の部
材である
　ことを特徴とする、請求項１に記載の音響波プローブ。
【請求項３】
　前記間隔調整部材の、前記被検体と接する部分の少なくとも一部が、可撓性を有する部
材で構成される
　ことを特徴とする、請求項１または２に記載の音響波プローブ。
【請求項４】
　前記間隔調整部材は、前記筐体を締結する第一の部材と、前記第一の部材よりも可撓性
が高い第二の部材と、からなる
　ことを特徴とする、請求項１または２に記載の音響波プローブ。
【請求項５】
　前記第二の部材は、シリコーンを用いた部材である
　ことを特徴とする、請求項４に記載の音響波プローブ。
【請求項６】
　前記締結部は、前記筐体が嵌合する段差、または、マグネットを有して構成される
　ことを特徴とする、請求項１から５のいずれか１項に記載の音響波プローブ。
【請求項７】
　前記筐体は、前記音響波が透過する透過部材と、前記探触子を前記透過部材に対して相
対的に移動させる走査機構と、をさらに収容して構成される
　ことを特徴とする、請求項１から６のいずれか１項に記載の音響波プローブ。
【請求項８】
　前記間隔調整部材は、前記筐体と締結された場合に、被検体と前記透過部材を音響的に
結合させるための音響マッチング材を収容する空間を形成する
　ことを特徴とする、請求項７に記載の音響波プローブ。
【請求項９】
　前記透過部材を介して前記被検体に光を照射する光照射部をさらに有する
　ことを特徴とする、請求項７または８に記載の音響波プローブ。
【請求項１０】
　前記光照射部は、前記走査機構によって前記探触子と一体的に移動される
　ことを特徴とする、請求項９に記載の音響波プローブ。
【請求項１１】
　被検体から到来する音響波を受信する音響波プローブを設置する方法であって、
　前記被検体上に、音響マッチング材、または、前記被検体と前記音響波プローブとを結
ぶ音響波の伝搬路を囲む形状の部材である間隔調整部材のうちの一方を設置する第一の工
程と、
　前記被検体上に、前記音響マッチング材または前記間隔調整部材のうちの他方を設置す
る第二の工程と、
　前記音響マッチング材が、前記被検体との間に介在するように、前記間隔調整部材に前
記音響波プローブを接続する第三の工程と、
　を含む、音響波プローブの設置方法。
【請求項１２】
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　前記第一の工程および前記第二の工程が、前記第三の工程より前に行われる
　ことを特徴とする、請求項１１に記載の音響波プローブの設置方法。
【請求項１３】
　被検体と、前記被検体から到来する音響波を受信する音響波プローブとの間に配置され
る間隔調整部材であって、
　前記音響波プローブを脱着可能に締結するための締結部を有し、
　前記被検体と前記音響波プローブとを結ぶ音響波の伝搬路を囲む形状である
　ことを特徴とする、間隔調整部材。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体情報を取得する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光を用いて被検体内をイメージングする技術として、光音響トモグラフィ（ＰＡＴ：Ｐ
ｈｏｔｏＡｃｏｕｓｔｉｃ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）が知られている。
　光音響トモグラフィでは、レーザ光などのパルス光を被検体である生体に照射し、光を
生体内で伝播・拡散させる。この光が被検体内の生体組織で吸収されると、熱膨張により
音響波（典型的には超音波）が発生する。この現象を光音響効果と呼び、光音響効果によ
り発生した音響波を光音響波と呼ぶ。被検体を構成する組織によって、光エネルギーの吸
収率がそれぞれ異なるため、発生する光音響波の音圧も異なったものとなる。ＰＡＴでは
、発生した光音響波を探触子で受信し、受信信号を再構成することによって、被検体内の
特性情報を画像によって得ることができる。
【０００３】
　これに関連する発明として、特許文献１には、開口部にメンブレンを張架した筺体に、
音響マッチング液、受信部、光照射部を収納した光音響装置が開示されている。特許文献
１に記載された光音響装置では、被検体上の関心領域と重なる位置にメンブレンを位置合
わせすることで、当該関心領域に対応する光音響像を取得することができる。特に、被検
体に対して走査を行うことなく、簡易にボリュームデータを取得するため、術者のスキル
に依存せずに被検体画像を得ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１５／０１３３７９３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載された装置のように、被検体に対して筺体を静置した状態で撮像を行
う光音響装置においては、被検体に対する観察野（ＦＯＶ）を広く取るため、メンブレン
を大きくすることが望まれる。
【０００６】
　一方で、メンブレンを大きくすると、以下のような問題が生じることを本願発明者は見
出した。
　第一の問題は、気泡を介在させずに被検体とメンブレンとの間に音響マッチング材を充
填することが難しくなるという問題である（図１４（Ａ）および（Ｂ）参照）。
　第二の問題は、観察野の中央に関心領域の中心が重なるように筺体を配置することが難
しくなるという問題である（図１４（Ｃ）および（Ｄ）参照)。これは、筺体自身によっ
て影が生じてしまうことに起因する。
【０００７】
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　本発明はこのような従来技術の課題に鑑みてなされたものであり、光音響装置において
、被検体に対して適切な位置に音響波プローブを設置することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するための、本発明に係る音響波プローブは、
　被検体から到来する音響波を受信する探触子を収容する筐体と、前記被検体と前記筐体
との間に配置される間隔調整部材と、を含み、前記間隔調整部材と前記筐体とのいずれか
に、前記間隔調整部材と前記筐体とを脱着可能に締結するための締結部を有することを特
徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る音響波プローブの設置方法は、
　被検体から到来する音響波を受信する音響波プローブを設置する方法であって、前記被
検体上に、音響マッチング材、または、前記被検体と前記音響波プローブとを結ぶ音響波
の伝搬路を囲む形状の部材である間隔調整部材のうちの一方を設置する第一の工程と、前
記被検体上に、前記音響マッチング材または前記間隔調整部材のうちの他方を設置する第
二の工程と、前記音響マッチング材が、前記被検体との間に介在するように、前記間隔調
整部材に前記探触子ユニットを接続する第三の工程と、を含むことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係る間隔調整部材は、
　被検体と、前記被検体から到来する音響波を受信する音響波プローブとの間に配置され
る間隔調整部材であって、前記音響波プローブを脱着可能に締結するための締結部を有し
、前記被検体と前記音響波プローブとを結ぶ音響波の伝搬路を囲む形状であることを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、光音響装置において、被検体に対して適切な位置に音響波プローブを
設置することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態に係る光音響装置の構成図。
【図２】光音響装置が有する入力インタフェース画面の例。
【図３】実施形態に係る音響波プローブの概略図。
【図４】実施形態に係る間隔調整部材の概略図。
【図５】実施形態の変形例に係る間隔調整部材の概略図。
【図６】間隔調整部材と筐体とを締結する方法を例示した図。
【図７】間隔調整部材と筐体とを締結する方法を例示した第二の図。
【図８】間隔調整部材の位置ずれを示す図。
【図９】間隔調整部材を被検体に対して固定する方法を例示した図。
【図１０】探触子ユニットを被検体に設置する手順を示す図。
【図１１】間隔調整部材の変形例を示す図。
【図１２】探触子ユニットを被検体に設置する第二の手順を示す図。
【図１３】探触子ユニットを被検体に設置する第三の手順を示す図。
【図１４】従来技術における課題を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に図面を参照しつつ、本発明の実施形態について説明する。ただし、以下に記載さ
れている構成部品の寸法、材質、形状およびそれらの相対配置などは、発明が適用される
装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものである。よって、この発明の範囲を
以下の記載に限定する趣旨のものではない。
【００１４】
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　本発明は、被検体から伝搬する音響波を検出し、被検体内部の特性情報を生成し、取得
する技術に関する。よって本発明は、光音響装置またはその制御方法として捉えられる。
本発明はまた、これらの方法をＣＰＵやメモリ等のハードウェア資源を備える装置に実行
させるプログラムや、そのプログラムを格納した、コンピュータにより読み取り可能な非
一時的な記憶媒体としても捉えられる。
【００１５】
　実施形態に係る光音響装置は、被検体に光（電磁波）を照射することにより被検体内で
発生した音響波を受信して、被検体の特性情報を画像データとして取得する光音響効果を
利用した装置である。この場合、特性情報とは、光音響波を受信することにより得られる
受信信号を用いて生成される、被検体内の複数位置のそれぞれに対応する特性値の情報で
ある。
【００１６】
　光音響測定により取得される特性情報は、光エネルギーの吸収率を反映した値である。
例えば、光照射によって生じた音響波の発生源、被検体内の初期音圧、あるいは初期音圧
から導かれる光エネルギー吸収密度や吸収係数、組織を構成する物質の濃度を含む。
　また、異なる複数波長の光によって発生する光音響波に基づいて、被検体を構成する物
質の濃度といった情報が得られる。この情報は、酸素飽和度、酸素飽和度に吸収係数等の
強度を重み付けした値、トータルヘモグロビン濃度、オキシヘモグロビン濃度、またはデ
オキシヘモグロビン濃度であってもよい。また、グルコース濃度、コラーゲン濃度、メラ
ニン濃度、または脂肪や水の体積分率であってもよい。
　以下に説明する実施形態では、ヘモグロビンを吸収体として想定した波長の光を被検体
に照射することで、被検体内の血管の分布・形状のデータと、その血管における酸素飽和
度分布のデータを取得し、画像化する光音響イメージング装置を想定する。
【００１７】
　被検体内の各位置の特性情報に基づいて、二次元または三次元の特性情報分布が得られ
る。分布データは画像データとして生成され得る。特性情報は、数値データとしてではな
く、被検体内の各位置の分布情報として求めてもよい。すなわち、初期音圧分布、エネル
ギー吸収密度分布、吸収係数分布や酸素飽和度分布などの分布情報である。
【００１８】
　本明細書における音響波とは、典型的には超音波であり、音波、光音響波と呼ばれる弾
性波を含む。探触子等により音響波から変換された電気信号を音響信号とも呼ぶ。ただし
、本明細書における超音波または音響波という記載には、それらの弾性波の波長を限定す
る意図はない。光音響効果により発生した音響波は、光音響波または光超音波と呼ばれる
。光音響波に由来する電気信号を光音響信号とも呼ぶ。なお、本明細書において、光音響
信号とは、アナログ信号とデジタル信号の双方を含む概念である。分布データは、光音響
画像データや再構成画像データとも呼ばれる。
【００１９】
　本実施形態に係る光音響装置は、被検体にパルス光を照射し、被検体内において発生し
た光音響波を受信することで、被検体内の光学特性に関連した情報を生成する装置であっ
て、特に、体表から比較的浅い範囲を観察するための光音響装置である。
【００２０】
（システム構成）
　図１は、本実施形態に係る光音響装置の構成を説明する図である。本実施形態に係る光
音響装置は、探触子ユニット１０１、探触子ユニット保持機構１１３、信号取得部１１９
、光源１２０、装置制御部１２２、表示装置１２１を有して構成される。
【００２１】
　探触子ユニット１０１は、被検体に対して光を照射し、被検体から発生した音響波を受
信するユニットである。探触子ユニット１０１は、被検体への光の照射を行うための光照
射部１０３と、音響波の受信を行う音響探触子１０２と、走査機構１０４を含んで構成さ
れる。光照射部１０３および音響探触子１０２は、走査機構１０４によって一体的に移動
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可能に構成される。また、探触子ユニット１０１は、これらの構成要素を収納する筐体１
０７を有して構成される。探触子ユニット１０１と被検体１０９は、メンブレン１０６を
介して接触する。
【００２２】
　メンブレン１０６は、ポリエチレンテレフタラートによって構成された膜（透過部材）
である。メンブレン１０６は、被検体によって変形しにくい強度と、光と音響波を透過さ
せる特性を有する材質であることが好ましい。本実施形態では、測定に有効な領域は、３
０×３０ｍｍ２である。メンブレン１０６と音響探触子１０２との間には、音響伝播媒質
である水１０５が貯留されている。なお、メンブレン１０６は、膜の中での音響波の多重
反射を避けるため１００ミクロン程度の厚みとすることが好ましい。
【００２３】
　なお、図１では、メンブレン１０６が被検体１０９と直接接しているが、本実施形態で
は、測定を行う際に、探触子ユニット１０１が有する筐体１０７と被検体１０９との間に
間隔調整部材３００を配置する。間隔調整部材３００の形状や配置方法については後述す
る。
【００２４】
　探触子ユニット保持機構１１３は、探触子ユニット１０１を保持および移動するための
機構である。探触子ユニット保持機構１１３は、Ｚ軸方向への移動を行うためのＺ軸ステ
ージ１１１と、Ｘ軸方向への移動を行うためのＸ軸ステージ１１６を含んで構成される。
　Ｚ軸ステージ１１１は、Ｚ軸ハンドル１１２によって移動可能に構成される。これによ
り、探触子ユニット１０１を被検体１０９に対してＺ軸方向に移動させることができる。
Ｚ軸ステージの位置はＺ軸エンコーダ１１４によって検出され、これにより、探触子ユニ
ットのＺ軸方向における位置を算出することができる。
【００２５】
　また、Ｘ軸ステージ１１６は、Ｘ軸ハンドル１１７によって移動可能に構成される。こ
れにより、探触子ユニット１０１を被検体１０９に対してＸ軸方向に移動させることがで
きる。Ｘ軸ステージの位置はＸ軸エンコーダ１１８によって検出され、これにより、探触
子ユニットのＸ軸方向における位置を算出することができる。
【００２６】
　光源１２０は、被写体に照射するパルス光を発生させる装置である。光源１２０は、大
出力を得るためにレーザ光源であることが望ましいが、レーザの代わりに発光ダイオード
やフラッシュランプを用いることもできる。光源としてレーザを用いる場合、固体レーザ
、ガスレーザ、色素レーザ、半導体レーザなど様々なものが使用できる。
　また、パルス光の波長は、被検体を構成する成分のうち特定の成分に吸収される特定の
波長であって、被検体内部まで光が伝搬する波長であることが望ましい。具体的には、７
００ｎｍ以上１１００ｎｍ以下であることが望ましい。
　また、光音響波を効果的に発生させるためには、被検体の熱特性に応じて十分短い時間
に光を照射させなければならない。本実施形態に示すように被検体が生体である場合は、
光源から発生するパルス光のパルス幅は１０～５０ナノ秒程度が好適である。
　なお、光照射のタイミング、波形、強度等は、後述する装置制御部１２２によって制御
される。
【００２７】
　本実施形態では、パルス幅を１０ナノ秒とし、繰り返し周波数を２００Ｈｚとする。ま
た、５３２ｎｍと１０６４ｎｍの波長を切り替えることができるＹＡＧレーザを使用する
。５３２ｎｍは、生体における吸収が大きい波長であるが、本実施形態における光音響装
置は、被検体表面から５ｍｍ程度までを測定の対象とするため、当該波長が利用できる。
なお、１０６４ｎｍの波長を用いることによって、血管とメラニンを識別できる。
【００２８】
　光源１２０から出射した光は、光照射部１０３である光ファイバを用いて被検体１０９
に照射される。なお、光ファイバは、音響探触子１０２を中心にリング状に配置してもよ
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い。また、光はレンズで集光させるより、ある程度の面積に広げる方が、生体への安全性
ならびに診断領域を広げられるという観点で好ましい。
【００２９】
　音響探触子１０２は、被検部の内部から到来する音響波を受信して、電気信号に変換す
る手段である。音響探触子は、探触子、音響波検出素子、音響波検出器、音響波受信器、
トランスデューサとも呼ばれる。
　生体から発生する音響波は、１００ＫＨｚから１００ＭＨｚの超音波であるため、探触
子には、上記の周波数帯を受信できる素子を用いる。具体的には、圧電現象を用いたトラ
ンスデューサ、光の共振を用いたトランスデューサ、容量の変化を用いたトランスデュー
サなどを用いることができる。
【００３０】
　また、探触子は、感度が高く、周波数帯域が広いものを用いることが望ましい。具体的
にはＰＺＴ（チタン酸ジルコン酸鉛）などを用いた圧電素子、ＰＶＤＦ（ポリフッ化ビニ
リデン）などの高分子圧電膜材料、ＣＭＵＴ（容量性マイクロマシン超音波トランスデュ
ーサ）、ファブリペロー干渉計を用いたものなどが挙げられる。ただし、ここに挙げたも
のだけに限定されず、探触子としての機能を満たすものであれば、どのようなものであっ
てもよい。
【００３１】
　本実施形態における音響探触子１０２は、ＰＺＴと音響レンズからなる音響フォーカス
型の探触子であり、所定の焦点から発生した音響波を効率よく受信することができる。直
径は６ｍｍで、中心周波数は５０ＭＨｚである。探触子の先端には石英ガラスによる音響
レンズが組みつけられ、その開口数は０．６である。ＸＹ平面内の解像度は、音響探触子
１０２の性能によって決まり、本実施形態では６０μｍ程度である。また、深さ方向の解
像度は、検出できる波長の８割程度（３０μｍ程度）となる。焦点は、探触子から４ｍｍ
離れた位置にあり、メンブレン１０６の位置と一致する。なお、焦点の位置は、探触子側
に近づけて配置したほうがよい場合もあり、その場合は、例えば０．５ｍｍ近づける。
【００３２】
　信号取得部１１９は、音響探触子１０２が取得したアナログの電気信号を増幅してデジ
タル信号に変換する手段である。信号取得部１１９は、受信信号を増幅する増幅器、アナ
ログ信号をデジタル変換するＡ／Ｄ変換器を用いて構成されてもよい。また、信号取得部
１１９は、複数のプロセッサや演算回路から構成されていてもよい。
【００３３】
　本実施形態では、サンプリング周波数を５００ＭＨｚ、サンプリング数を８１９２とす
る。サンプリングは、光照射のタイミングを表すトリガ信号の発生から所定の時間経過後
に開始される。なお、信号取得部１１９は、受信信号を記憶するＦＩＦＯ等のメモリと、
ＦＰＧＡチップ等の演算回路をさらに有していてもよい。また、装置制御部１２２は、汎
用コンピュータや、専用に設計されたワークステーションによって実現されてもよい。
【００３４】
　装置制御部１２２は、デジタル変換された信号（光音響信号）に基づいて、再構成処理
を行うことで、被検体の内部の光吸収係数や酸素飽和度等といった被検体情報を取得する
手段である。具体的には、収集された電気信号から三次元の被検体内における初期音圧分
布を生成する。また、被検体に照射される光量に関する情報に基づいて、被検体内におけ
る三次元の光強度分布を生成する。三次元の光強度分布は、二次元の光強度分布に関する
情報から光拡散方程式を解くことで取得できる。そして、光音響信号から生成された被検
体内の初期音圧分布と、三次元の光強度分布とを用いて、被検体内の吸収係数分布を得る
ことができる。また、複数の波長における吸収係数分布を演算することで、被検体内の酸
素飽和度分布を得ることができる。
【００３５】
　なお、装置制御部１２２は、光量分布の計算や、背景の光学係数取得に必要な情報処理
、信号補正など、所望の処理を実行する機能を有していてもよい。
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　また、装置制御部１２２は、後述する表示装置や入力インタフェースを介して、測定パ
ラメータの変更、測定の開始・終了、画像の処理方法の選択、患者情報や画像の保存、デ
ータの解析などに関する指示を取得してもよい。
　また、装置制御部１２２は、光音響装置が有する各構成要素の制御を行う手段でもある
。例えば、被検体に対する光照射の制御、音響波や光音響信号の受信制御、探触子ユニッ
トの移動制御など、装置全体の制御に関する指令を行う。
【００３６】
　装置制御部１２２は、ＣＰＵとＲＡＭ、不揮発メモリ、制御ポートを有するコンピュー
タで構成してもよい。不揮発メモリに格納されたプログラムがＣＰＵで実行されることに
より制御が行われる。装置制御部１２２は、汎用コンピュータや、専用に設計されたワー
クステーションによって実現されてもよい。また、装置制御部１２２の演算機能を担うユ
ニットは、ＣＰＵやＧＰＵ等のプロセッサ、ＦＰＧＡチップ等の演算回路で構成されてい
てもよい。これらのユニットは、単一のプロセッサや演算回路から構成されるだけでなく
、複数のプロセッサや演算回路から構成されていてもよい。
【００３７】
　また、装置制御部１２２の記憶機能を担うユニットは、ＲＯＭ、磁気ディスクやフラッ
シュメモリなどの非一時記憶媒体や、ＲＡＭなどの揮発性の媒体であってもよい。なお、
プログラムが格納される記憶媒体は、非一時記憶媒体である。なお、これらのユニットは
、１つの記憶媒体から構成されるだけでなく、複数の記憶媒体から構成されていてもよい
。装置制御部１２２の制御機能を担うユニットは、ＣＰＵなどの演算素子で構成される。
【００３８】
　表示装置１２１は、装置制御部１２２が取得した情報およびその加工情報を表示する手
段であり、典型的にはディスプレイ装置である。表示装置１２１は、複数の装置であって
もよいし、単一の装置に複数の表示部を備え、並列表示が可能な装置であってもよい。
　なお、実施形態の説明では、画像を表示する手段として表示装置１２１を例示したが、
測定用のインタフェースを提供する表示装置と、光音響画像を提供する表示装置が分かれ
ていてもよい。
【００３９】
　次に、本実施形態に係る光音響装置によって測定を行うためのユーザインタフェースの
例を示す。
　装置制御部１２２による制御は、アプリケーションソフトウェアによって行われる。図
２に、アプリケーションソフトウェアの入力インタフェース画面を示す。当該画面は、表
示装置１２１を介して表示される。
【００４０】
　アプリケーションソフトウェアのウインドウ２０１は、測定タブ２０２、測定パラメー
タ設定タブ２０３、再構成タブ２０４、再構成パラメータ設定タブ２０５を有しており、
装置のユーザ（操作者）は、そのいずれかを選択する。なお、図２は、測定タブ２０２を
選択した状態を示している。
【００４１】
　測定タブ２０２を選択すると、患者情報を入力する入力部２０６、走査範囲や測定時間
を選択するための測定モード選択リスト２０７、２次元走査を開始する撮像ボタン２０８
が利用可能になる。
　測定モード選択リスト２０７は、走査ピッチおよび撮像サイズを選択するためのリスト
ボックスである。本例では、走査ピッチは２５、５０、１００μｍから選択でき、撮像サ
イズは３×３、５×５、１０×１０ｍｍ２から選択できるものとする。なお、撮像サイズ
とは、再構成後に表示される画像の最大範囲である。実際の走査範囲は、撮像サイズより
も２ｍｍずつ広い範囲となる。すなわち、走査範囲は、７×７、９×９、１４×１４ｍｍ
２となる。これは、一画素分のデータを生成するために周辺のデータが必要となるためで
ある。
【００４２】
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　さらに、測定タブ２０２を選択すると、光音響信号を所定の範囲において最大値投影し
た画像を表示する強度画像表示部２０９、位置選択スライダ２１０によって選択した位置
の光音響信号を表示する信号表示部２１１が利用可能になる。
【００４３】
　測定パラメータ設定タブ２０３を選択すると、音響探触子１０２の初期位置、信号のサ
ンプリング数、光の照射周波数、走査方向、光音響信号の表示範囲などを設定するインタ
フェースが利用可能になる。
　また、再構成パラメータ設定タブ２０５を選択すると、再構成で計算する画像の解像度
、画像の処理範囲、再構成アルゴリズム、画像フィルタ、画像の出力形式などを設定する
インタフェースが利用可能になる。
　さらに、再構成タブ２０４を選択すると、データの選択および再構成の指示を行うこと
によって、光吸収係数の分布を表す画像、酸素飽和度の分布を表す画像の生成および表示
をするインタフェースが利用可能になる。
【００４４】
　次に、本実施形態に係る光音響装置が、被検体である生体を測定する方法について説明
する。
　まず、光源１２０から発せられたパルス光が、光照射部１０３を介して被検体１０９に
照射される。被検体の内部を伝搬した光のエネルギーの一部が血液などの光吸収体に吸収
されると、熱膨張により当該光吸収体から音響波が発生する。生体内にがんが存在する場
合は、がんの新生血管において他の正常部の血液と同様に光が特異的に吸収され、音響波
が発生する。光の照射に起因して生体内で発生した光音響波は、音響探触子１０２によっ
て受信される。
【００４５】
　本実施形態では、探触子ユニット１０１と被検体の相対的な位置関係を、走査機構によ
って変更しながら、光の照射および音響波の取得を行うことができる。すなわち、被検体
上の異なる位置に光を複数回照射しながら光音響信号を取得することができる。
【００４６】
　音響探触子１０２が受信した信号は、信号取得部１１９で変換されたのち、装置制御部
１２２で解析される。解析結果は、生体内の特性情報（例えば、初期音圧分布や吸収係数
分布）を表すボリュームデータとなり、二次元の画像に変換されたのちに表示装置１２１
を介して出力される。
【００４７】
　次に、探触子ユニット１０１を被検体に対して設置する方法について説明する。
　前述したように、探触子ユニット１０１の測定時に生体と対向する面には、メンブレン
１０６と、音響探触子１０２が配置されている。
　図３は、探触子ユニット１０１、音響探触子１０２、メンブレン１０６を簡略化して示
した図である。本実施形態では、探触子ユニット１０１が有する筐体１０７を、被検体上
に予め設置された間隔調整部材３００と締結することで、被検体に設置する。
　なお、探触子ユニット１０１と間隔調整部材３００のセット（音響波プローブ１１０）
が、本発明における音響波プローブに対応する。
　また、図４は、音響波プローブ１１０を被検体に対して設置する方法を示した図である
。
【００４８】
　間隔調整部材３００は、被検体の表面と筐体１０７との間に介在する環状の部材である
。間隔調整部材３００は、被検体１０９と探触子ユニット１０１との間の間隔、すなわち
、間隙の周方向または径方向の分布を調整する部分である間隔調整部３０５を有している
。間隔調整部材３００は、間隔調整部３０５に囲まれる位置において、被検体１０９から
到来する音響波を伝搬させるために音響マッチング材が充填されるための伝搬空間に該当
する開口３０１が設けられている。間隔調整部材３００は、筐体１０７の先端（筐体外部
）に接するように設置され、所定位置に設置されると、音響波の伝搬路３０４を囲うよう
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な配置となる。
　メンブレン１０６は、被検体１０９と音響探触子１０２とを音響的に結合するために、
音響波を透過する音響的透過性を有し、筺体に設けられる透過窓である。
　メンブレン１０６は、探触子ユニット１０１の筺体内に光照射部１０３が設けられる実
施形態においては、図１に示すように、光照射部１０３から出射した光を被検体１０９へ
照射するための光学的透過性を有する。
【００４９】
　探触子ユニット１０１が有する筐体１０７と、間隔調整部材３００には、それぞれを接
続するための締結部が設けられている。ここでは、探触子ユニット側に設けられた部材を
締結部５００Ａ、間隔調整部材３００側に設けられた部材を締結部５００Ｂと称し、これ
らを締結部５００と総称する。締結部５００の具体的な構成については後述する。
【００５０】
　本実施形態では、図４（Ａ）に示したように、被検体上に間隔調整部材３００を配置し
、次いで、図４（Ｂ）に示したように、間隔調整部材３００と筐体１０７を接続する。開
口３０１の中心を、撮影対象の中心と一致させて間隔調整部材３００を配置することで、
探触子ユニット１０１の中心（すなわち、音響探触子１０２の中心）を、撮影対象の中心
と一致させることが可能になる。
【００５１】
　図５（Ａ）は、凸形状をした撮影対象４００の上に間隔調整部材３００を配置した例で
ある。このように、間隔調整部材３００は、撮影対象４００から到来する音響波の伝搬路
を囲うように配置されていれば、必ずしも環状の部材でなくてもよい。
　なお、図５（Ａ）では撮影対象４００の周りに間隔調整部材３００を６個配置した例を
示したが、個数はこれに限ったものではない。
【００５２】
　間隔調整部材３００は、可撓性のある部材を有して構成されることが好ましい。かかる
構成によると、周方向において、被検体表面の凹凸に起因する高さむらが吸収され、筐体
１０７が接続される面がフラットになる。
　なお、図４では、環状の間隔調整部材３００を例示したが、図５（Ｂ）に示したように
、間隔調整部材３００は、一部に切れ目が入った不連続な形状としてもよい。かかる構成
によると、音響整合材にゴミや気泡が混入した際に、音響整合材を追加注入することで、
混入したゴミや気泡を撮影領域外に排除できるようになる。詳しくは、図１３を参照して
後述する。
【００５３】
　次に、間隔調整部材３００と筐体１０７を接続する手段（締結部５００）の具体的な例
を図６に示す。図６（Ａ）に示したように、間隔調整部材３００は凸部（締結部５００Ｂ
）を、筐体１０７は凹部（締結部５００Ａ）を有して構成される。筐体１０７を間隔調整
部材３００と締結する場合、図６（Ｂ）に示したように、間隔調整部材３００の凸部と、
筐体１０７の凹部とを嵌合させる。
【００５４】
　なお、間隔調整部材３００と筐体１０７とを締結する手段は、凹凸以外によって構成さ
れてもよい。
　図７は、間隔調整部材３００に設けられた開口３０１の内側と、筐体１０７の端部にネ
ジを切って、互いを締結可能に構成した場合の例である。
【００５５】
　この他にも、磁石を設置することで、間隔調整部材３００と筐体１０７とを締結可能に
してもよい。このような締結部５００を設けることで、間隔調整部材３００が、探触子ユ
ニット１０１を被検体１０９へ導くガイドの役割を果たすようになり、目標とする位置に
探触子ユニット１０１を正確に誘導できるようになる。
【００５６】
　さらに、筐体１０７が間隔調整部材３００と締結されることで、筐体１０７と間隔調整
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部材３００と被検体１０９とで囲まれた空間が形成される。この空間に音響整合材（音響
マッチング材）が収容されることで、メンブレン１０６と被検体１０９が音響的に結合す
るという二次的な効果を得ることができる。具体的な例については、図１０を参照して後
述する。
【００５７】
　なお、間隔調整部材３００は、探触子ユニット１０１の圧力による内出血を防ぐため、
少なくとも皮膚と接触する部分が可撓性を持つ材料で構成されていることが好ましい。か
かる構成によると、被検体１０９の表面形状にならうように間隔調整部材３００が変形す
るため、被検体１０９と間隔調整部材３００が密着する。これにより、レーザの遮光効果
や、探触子ユニット１０１の安定などが期待できる。
　さらに好ましくは、被検体と接する側の弾性係数を、締結部５００Ｂの側と比べて高く
し、締結部５００Ｂの側の弾性係数を、被検体と接する側と比べて低くしてもよい。かか
る構成によると、被検体に密着し、かつ、探触子ユニットと確実に締結することが可能に
なる。例えば、ヤング率が異なる複数の部位から間隔調整部材３００を構成してもよい。
【００５８】
　また、間隔調整部材３００は、可撓性と共に弾性（復元性）を持ち合わせた部材で構成
されることが好ましい。これにより、間隔調整部材３００は、消毒または清掃によって何
度でも繰り返し使用できるようになる。さらに、適当な可橈性（ヤング率）とプローブの
押圧条件を定めることで、間隔調整部材３００の被検体と対向する側の面の位置を、心拍
等の不可避の体動にも追随できるようになる。
【００５９】
　間隔調整部材３００は、汗や皮脂、音響整合材３０２に直接触れるため、化学的、物理
的な安定性が必要となる。また、被検体１０９に触れるため、アレルギー物資が含まれな
いことが好ましい。このような材質として、例えばシリコーンなどがある。
【００６０】
　ところで、間隔調整部材３００を被検体上に配置し、筐体１０７を締結する場合におい
て、開口３０１の位置がずれてしまう場合がある。このような場合、図８のように、筐体
１０７が不適切な位置に配置されてしまう。これを避けるため、間隔調整部材３００は、
あらかじめ被検体１０９に固定することが好ましい。
　ここでは、間隔調整部材３００を被検体１０９に固定する方法について説明する。
【００６１】
　図９（Ａ）は、ベルト５０４によって間隔調整部材３００を被検体１０９に巻きつける
構成の例である。ベルトの固定は、磁石やマジックテープ（登録商標）、ボタンなど、ベ
ルトを被検体１０９に巻きつけることができれば、どのような方法で行ってもよい。
【００６２】
　間隔調整部材３００を被検体１０９に固定する別の方法として、間隔調整部材３００を
被検体１０９に貼りつける方法がある。図９（Ｂ）の例では、テープ５０５によって間隔
調整部材３００を被検体に貼り付けているが、間隔調整部材３００の被検体１０９と接触
する面を粘着性の材質にしてもよい。テープで貼りつける場合、間隔調整部材３００に、
テープを貼る領域を設けてもよい。
【００６３】
　次に、図１０を参照して、被検体を測定する手順について説明する。
　まず、図１０（Ａ）に示したように、被検体１０９にある撮影対象４００に対して、開
口３０１の中心を合わせるように間隔調整部材３００を設置する。これにより、撮影対象
４００を視認しながら、間隔調整部材３００を正確に設置することができる。このとき、
被検体１０９が安定するようにクッションを使用してもいいし、真空固定具などで被検体
１０９を固定してもよい。
　次に、図１０（Ｂ）に示したように、開口３０１に音響整合材３０２を塗布し、開口３
０１を音響整合材３０２で満たす。
　最後に、図１０（Ｃ）に示したように、間隔調整部材３００に筐体１０７を押し合わせ
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るようにして双方を締結する。
【００６４】
　図１０は、被検体１０９が、凹凸が少ない身体部位（例えば腹部など）である例を表し
ている。一方、図１１（Ａ）に示したように、被検体１０９には凹凸がありえる（例えば
、かかとや指先など）。このような場合、被検体１０９と間隔調整部材３００との隙間か
ら音響整合材３０２が押し出されてしまい、開口３０１内を音響整合材３０２で満たすこ
とができない。このような状況で測定を行うと、十分な精度の画像を得ることができず、
場合によっては再測定となることがある。
【００６５】
　このような場合、図１１（Ｂ）に示したように、厚みのある間隔調整部材３００を利用
してもよい。また、図１１（Ｃ）に示したように、開口のサイズが小さい間隔調整部材３
００を利用してもよい。かかる構成によると、被検体１０９と間隔調整部材３００との隙
間を小さくし、開口３０１内に音響整合材３０２を満たすことができる。どのような間隔
調整部材３００を選択するかは、被検体１０９の表面形状、および、メンブレン１０６と
被検体１０９との距離に基づいて決定すればよい。
【００６６】
　図１０の例では、筐体１０７と間隔調整部材３００とを締結する前に音響整合材３０２
を塗布したが、双方を締結した後に、音響整合材３０２を開口３０１に満たすようにして
もよい。当該方法について、図１２を参照して説明する。
【００６７】
　まず、図１２（Ａ）に示したように、被検体１０９にある撮影対象４００に開口３０１
を合わせるように間隔調整部材３００を設置する。
　次に、図１２（Ｂ）に示したように、間隔調整部材３００に筐体１０７を押し合わせる
ようにして締結する。
　最後に、図１２（Ｃ）に示したように、開口３０１に、音響整合材を注入する注入口を
挿入して、内部を音響整合材で満たす。
　このように、間隔調整部材３００と音響整合材３０２の一方をまず設置し、次いで、他
方を設置するようにしてもよい。
【００６８】
　間隔調整部材３００と筐体１０７を締結する前に音響整合材を塗布した場合、筐体１０
７の押し付け圧力によってメンブレン１０６がたわむおそれがある。また、過剰な圧力が
かかった場合、たわみが大きくなり、内部の音響探触子に触れるおそれがある。一方、図
１２のように、双方を締結した後に音響整合材を注入することで、圧力による影響を低減
することができる。
【００６９】
　図１３は、締結前と締結後に分割して音響整合材を注入する場合の例である。
　ここでは、図１３（Ａ）に示したように、間隔調整部材３００を被検体１０９に設置し
、音響整合材３０２を塗布した際に、音響整合材３０２の内部に気泡５０６が混入したこ
とを想定する。
　この場合、図１３（Ｂ）に示したように、間隔調整部材３００に合わせるように筐体１
０７を締結する。
　次いで、図１３（Ｃ）に示したように、開口３０１に注入口３０３を挿入し、音響整合
材を追加注入する。
　これにより、図１３（Ｄ）および（Ｅ）に示したように、注入された音響整合材に押さ
れるようにして気泡５０６が外に押し出され、開口３０１の内部が音響整合材３０２で満
たされる。
【００７０】
　この手順によって、音響整合材内に混入したゴミや気泡を外に排出することができる。
なお、ゴミや気泡を外に排出する場合、ゴミや気泡の逃げ道を設ける必要がある。このよ
うな場合、例えば、図５（Ｂ）に示したような形状の間隔調整部材３００を好適に採用す
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【００７１】
（変形例）
　なお、実施形態の説明は本発明を説明する上での例示であり、本発明は、発明の趣旨を
逸脱しない範囲で適宜変更または組み合わせて実施することができる。
　例えば、本発明は、上述した構成の少なくとも一部を含む光音響装置、音響波プローブ
、間隔調整部材として実施することもできる。また、上述したステップの少なくとも一部
を含む音響波プローブの設置方法として実施することもできる。上記構成やステップは、
技術的な矛盾が生じない限りにおいて、自由に組み合わせて実施することができる。
【００７２】
　また、実施形態の説明では、間隔調整部材３００に締結部５００Ｂを設け、筐体１０７
に締結部５００Ａを設けたが、間隔調整部材３００と筐体１０７を脱着可能に接続するこ
とができれば、双方を締結する部材は、必ずしも双方に無くてもよい。例えば、片方にマ
グネットを配置し、金属の筐体を吸着可能に構成してもよい。また、片方に段差を設け、
筐体が嵌合するように構成してもよい。
　また、測定中において間隔調整部材３００と探触子ユニット１０１の相対位置がずれな
いような構成であれば、必ずしも双方を完全に固定する必要はない。このような構成も、
本発明における「締結」に含まれる。
【００７３】
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した各実施形
態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシス
テム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータにおける１つ以上のプ
ロセッサがプログラムを読み出して実行する処理でも実現可能である。また、１以上の機
能を実現する回路（例えば、ＦＰＧＡやＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【００７４】
　１１０：音響波プローブ、１０１：探触子ユニット、１０２：探触子、１０７：筐体、
３００：間隔調整部材、３０４：伝搬路、５００：締結部
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